
第19号　平成17年３月31日

秋 田 県

平
成
十
六
年
八
月
十
八
日
（
水
）
に
、
秋

田
大
学
四
年
生
の
草

直
美
さ
ん
が
公
文

書
館
の
一
日
館
長
を
体
験
し
ま
し
た
。
秋

田
県
公
文
書
館
が
県
の
記
念
日
の
事
業
で

一
日
館
長
を
迎
え
た
の
は
、
平
成
五
年
度

の
開
館
以
来
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
に
対
す
る
理
解
が
高
ま
っ
て
き

た
現
れ
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

当
日
、
草

さ
ん
は
大
渕
芳
雄
館
長
か

ら
一
日
館
長
の
委
嘱
状
を
受
け
取
っ
た
後
、

公
文
書
館
の
業
務
に
つ
い
て
概
要
説
明
を

受
け
、
実
際
の
収
受
文
書
閲
覧
と
決
済
事

務
を
体
験
し
ま
し
た
。
館
内
視
察
の
後
の

座
談
会
で
草

さ
ん
は
、「
何
万
冊
も
の
公

文
書
の
選
別
保
存
が
大
変
な
仕
事
で
あ
る

こ
と
」「
書
庫
の
広
さ
と
収
蔵
量
に
驚
い
た

こ
と
」「
現
在
の
利
用
者
が
学
生
や
研
究
者

等
ま
だ
一
部
の
層
で
あ
る
こ
と
」「
館
長
を

体
験
し
て
公
文
書
館
の
印
象
を
一
新
し
た

こ
と
」
な
ど
を
述
べ
ま
し
た
。
大
学
で
日

本
史
を
専
攻
す
る
草

さ
ん
は
、
レ
ポ
ー

ト
や
論
文
の
作
成
の
た
め
に
公
文
書
館
の

収
蔵
資
料
を
以
前
か
ら
よ
く
利
用
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
す
。

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
今
後
も
若
い

人
達
へ
の
収
蔵
資
料
の
利
用
も
積
極
的
に

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
方
針
で
す
。

公
文
書
館
一
日
館
長

所　属　秋田大学教育文化学部
地域科学課程　四年生

専　攻　日本史（近世宗教史）
出　身　大仙市（旧仙北町）
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は
じ
め
に
、
我
が
国
の
市
町
村
合
併
の

歴
史
の
概
観
を
述
べ
る
。

政
府
の
手
で
大
規
模
に
進
め
ら
れ
た
合

併
は
次
の
三
期
に
渡
る
。

明
治
期

明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年

の
「
市
制
」
「
町
村
制
」
の
施
行
に
伴
う

合
併
で
あ
る
。
町
村
に
は
膨
大
な
国
の
行

政
事
務
が
委
任
さ
れ
、
そ
の
経
費
負
担
に

耐
え
う
る
規
模
で
合
併
が
行
わ
れ
た
。
全

国
で
は
三
九
の
市
が
誕
生
し
、
町
村
数
は

ほ
ぼ
六
分
の
一
に
激

減
し
た
。

本
県
で
は
こ
の
合

併
に
よ
り
一
市
二
三

六
町
村
が
誕
生
し
た
。

昭
和
期

昭
和
二
十

八
（
一
九
五
三
）
年
の

「
町
村
合
併
促
進
法
」

の
施
行
と
と
も
に
始

ま
る
。
地
方
自
治
の

基
盤
を
強
化
す
る
た

め
、
小
町
村
を
適
正

規
模
に
再
編
成
す
る

こ
と
を
目
的
に
進
め

ら
れ
、
全
国
で
は
市

町
村
数
が
約
三
分
の

一
に
減
少
し
た
。

本
県
で
は
昭
和
三
十
三
年
時
点
で
八
市

六
四
町
村
が
誕
生
し
た
。

平
成
期

平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
十

二
月
に
出
さ
れ
た
「
行
政
改
革
大
綱
」
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
財
政
逼
迫
、
情
報

化
の
進
展
、
住
民
の
生
活
圏
の
拡
大
等
に

伴
い
、
拡
充
さ
れ
た
行
政
事
務
に
見
合
う

市
町
村
規
模
へ
の
是
正
が
目
的
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
三
月
現
在
、
新
し
い
日
本

像
が
見
え
つ
つ
あ
る
。

こ
の
中
で
今
回
は
昭
和
期
の
合
併
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
、
関
連
資
料
を
紹
介
す
る
。

上
記
各
法
令
等
の
公
布
経
緯
、
具
体
的

内
容
、
合
併
進
捗
状
況
等
は
、
戦
後
の
秋

田
県
庁
文
書
の
「
町
村
合
併
事
務
簿
」「
町

村
合
併
情
報
綴
」
に
委
細
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。（
下
表
『
資
料
一
覧
』
参
照
。）

合
併
計
画
や
広
報
宣
伝
計
画
等
の
策

定
、
ま
た
、
合
併
に
向
け
て
の
情
報
交
換
、

さ
ら
に
は
、
争
論
調
停
斡
旋
に
至
る
ま
で

県
合
併
促
進
審
議
会
が
果
た
し
た
功
績
は

大
き
い
。
同
審
議
会
は
、
昭
和
二
十
八
年

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
昭
和
三
十
一
年
九

月
二
十
六
日
ま
で
の
間
に
計
四
一
回
開
催

さ
れ
て
お
り
、
審
議
内
容
の
詳
細
な
記
録

が
残
っ
て
い
る
（
三
〇
三
六
〇
）。

こ
こ
で
、
県
が
行
っ
た
合
併
広
報
宣
伝

活
動
の
一
例
を
紹
介
す
る
。
県
は
住
民
へ

の
啓
蒙
活
動
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
二
十

九
年
「
町
村
合
併
強
調
週
間
」（
第
一
回
‥

自
五
月
三
日
至
五
月
九
日
、
第
二
回
‥
自

十
月
一
日
至
十
月
七
日
）
を
設
け
、
住
民

の
合
併
へ
の
気
運
を
盛
り
立
て
て
い
る
。

写
真
は
そ
の
第
二

回
時
に
県
が
作
成
し
、

各
市
町
村
に
配
布
し

た
小
ポ
ス
タ
ー
で
あ

る
。
味
わ
い
あ
る
文

言
や
色
合
い
が
当
時

を
想
わ
せ
興
味
深
い

（
三
〇
二
四
七
）。

歴
史
的
資
料
保
存
の
立
場
か
ら
は
、
役

場
文
書
の
廃
棄
や
散
逸
防
止
の
た
め
の
動

き
も
見
ら
れ
る
。
昭
和
三
十
一
年
四
月
に

は
、
「
市
町
村
の
沿
革
の
資
料
の
蒐
集
に

つ
い
て
」（
三
〇
三
五
一
）
が
、

さ
ら
に
翌
三
十
二
年
十
月
に
は
、

「
市
町
村
の
沿
革
の
資
料
の
蒐

集
整
理
に
つ
い
て
」（
三
〇
三

五
二
）
の
通
牒
が
自
治
庁
よ
り

各
都
道
府
県
総
務
部
長
あ
て
に

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
、

本
県
で
は
歴
史
的
大
事
業
で
あ

る
市
町
村
合
併
の
歩
み
を
記
録

に
留
め
て
お
く
べ
く
、
昭
和
三

十
五
年
三
月
、
県
町
村
会
に
お

い
て
「
秋
田
県
町
村
合
併
誌
」

が
編
集
・
発
行
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
全
国
的
に
み
る
と
、
旧
町
村

の
役
場
文
書
の
保
存
が
完
全
に
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。

今
日
さ
ま
ざ
ま
な
出
版
、
刊
行
物
等
か

ら
我
が
国
の
合
併
情
報
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
合
併
に
至
る
ま
で
の
先

人
の
努
力
や
熱
い
思
い
、
そ
し
て
住
民
の

声
と
い
う
も
の
は
、
生
の
文
書
に
触
れ
る

こ
と
で
こ
そ
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
初
め
て
真
に
過
去
に
遡
り
、

歴
史
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ぜ
ひ
生
の
文
書
に
触
れ
、
先
人
の
声
に

耳
を
傾
け
て
み
て
ほ
し
い
。

※（

）
内
の
数
字
は
該
当
事
項
の
情
報
を

含
む
当
館
資
料
番
号
を
示
す
。

（
公
文
書
班
　
伊
勢
正
子
）
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昭和の町村合併関係当館所蔵資料一覧
※当館開館時に県庁の文書管理書庫から引渡しを受けたものである。いずれも作成元は
総務部地方課である。

※昭和31年以後作成簿冊（赤字）は 2005年6月以降公開予定

市
町
村
合
併
関
係
資
料
〜
昭
和
編
〜 
資 

料 
紹 
介 
資 

料 
紹 
介 

市
町
村
合
併
関
係
資
料
〜
昭
和
編
〜 

9/30「秋田県町村合併促進審議会設置条例」可決

10/1 同条例制定（秋田県条例第61号）

2/10「秋田県町村合併促進基本計画」決定

10/15 秋田県新市町村建設促進審議会条例

（秋田県条例第43号）制定

国の動き 県の動き昭和　

28年

29年

31年

9/1「町村合併促進法」（法律第258号）公布

10/1 同法施行（３カ年の限時法）

10/5 同法施行令（政令第323号）公布施行

10/24「町村合併促進基本計画」閣議決定

6/30「新市町村建設促進法」（法律第164号）公布

10/10 同法施行

作成年（昭和） 資　料　名 資料番号

28年 秋田県町村合併計画 930106-30230

29年 町村合併事務簿 930106-30247

29年 町村合併情報綴 930106-30248

30年　31年 町村合併情報綴 930106-30259

町村合併計画策定資料五万分ノ一地図 930106-30260

32年 町村合併情報綴 930106-30346

全国町村合併資料 930106-30348

全国町村合併一覧 930106-30349

30年 町村合併事務簿 930106-30350

31年 町村合併事務簿 930106-30351

32年 町村合併事務簿 930106-30352

28年起 町村合併促進審議会会議録綴 930106-30360

28年以降 町村合併促進審議会関係綴 930106-30361

31年以降 町村合併勧告書綴 930106-30365

28年度 町村合併事務簿 930106-30368

32年 新市町村建設事務簿 930106-30354

31年 新市町村建設促進審議会会議録綴 930106-30362

31年 新市町村建設推進本部会議関係綴 930106-30366

31年 新市町村建設推進本部関係事務簿 930106-30371



平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
、
「
市
町
村

合
併
と
公
文
書
保
存
Ⅲ
」
を
テ
ー
マ
に
開

催
し
た
。
午
前
の
部
で
は
当
館
と
太
田
町

史
編
纂
室
よ
り
史
料
保
存
に
関
す
る
報
告

を
行
い
、
午
後
の
部
で
は
出
席
者
に
よ
る

情
報
交
換
を
行
っ
た
。

報
告
①

「
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存
に
関
す

る
最
近
の
国
内
動
向
」

秋
田
県
公
文
書
館
　
柴
田
知
彰

報
告
②

「
太
田
町
史
編
さ
ん
に
お
け
る
資
料
整

理
と
公
文
書
に
つ
い
て
」

太
田
町
史
編
さ
ん
室
　
黒
田
貴
彦

太
田
町
史
編
さ
ん
室
か
ら
は
太
田
町
の

町
史
編
さ
ん
事
業
に
お
け
る
資
料
収
集
の

現
状
や
問
題
点
、
ま
た
資
料
デ
ジ
タ
ル
化

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
た

だ
い
た
。
県
内
に
お
け
る
資
料
保
存
の
先

進
的
事
例
と
し
て
、
他
市
町
村
に
は
参
考

に
な
る
点
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

午
後
の
情
報
交
換
で
は
、
市
町
村
合
併

の
際
、
各
市
町
村
に
お
け
る
文
書
管
理
方

法
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
統
一
す
べ
き

か
、
保
存
場
所
の
確
保
や
デ
ジ
タ
ル
化
に

ど
う
取
り
組
む
べ
き
か
等
が
問
題
提
起
さ

れ
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

今
後
、
県
内
で
も
多
く
の
市
町
村
が
合

併
す
る
予
定
で
あ
り
、
合
併
時
に
お
け
る

市
役
所
・
町
村
役
場
公
文
書
の
散
逸
や
廃

棄
の
危
険
性
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
情
報

交
換
の
場
で
提
起
さ
れ
た
よ
う
に
、
各
市

町
村
で
異
な
る
文
書
管
理
方
法
や
規
程
を

ど
の
よ
う
に
統
一
し
て
い
く
か
と
い
う
困

難
な
問
題
点
も
あ
る
が
、
公
文
書
が
歴
史

資
料
と
し
て
住
民
の
知
的
財
産
と
な
る
と

い
う
点
を
理
解
し
、
そ
の
整
理
と
保
存
に

取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
。
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「
久
保
田
城
下
町
の
建
設
と
変
遷
」
を

テ
ー
マ
に
前
期
八
月
二
十
八
日
〜
九
月
二

十
四
日
、
後
期
は
十
月
十
六
日
〜
十
一
月

五
日
の
日
程
で
開
催
し
た
。

今
年
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
は
、

佐
竹
氏
が
久
保
田
城
に
移
っ
て
ち
ょ
う
ど

四
百
年
の
年
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ

を
機
に
、
由
利
・
鹿
角
を
除
い
た
現
在
の

秋
田
県
の
大
部
分
を
領
国
と
し
て
支
配
し

た
佐
竹
氏
が
本
拠
に
定
め
た
久
保
田
城
と

そ
の
城
下
町
を
ど
の
よ
う
に
建
設
し
た
の

か
、
ま
た
、
城
下
町
が
ど
の
よ
う
に
変

化
・
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
当
館
所

蔵
の
「
絵
図
史
料
」
を
一
堂
に
掲
げ
、
振

り
返
る
こ
と
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
絵
図
史
料
」
の
ほ
と
ん

ど
は
、
屋
敷
地
の
氏
名
の
文
字
が
楷
書
で

書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
一
般
の
利
用
者

に
は
わ
か
り
に
く
い
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

今
回
の
展
示
で
は
、
一
部
で
は
あ
る
が
翻

刻
を
行
っ
た
パ
ネ
ル
を
作
成
し
た
。
い
わ

ば
、
「
江
戸
時
代
の
秋
田
の
住
宅
地
図
の

復
元
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、「
絵
図
」
と
と
も
に
、
関
連
す
る

「
資
史
料
」
と
し
て
、
館
蔵
史
料
だ
け
で

な
く
、
久
保
田
城
跡
や
城
下
町
遺
跡
の
発

掘
調
査
の
結
果
出
土
し
た
遺
物
の
一
部
を

秋
田
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
か
ら
お
借

り
し
て
展
示
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
う
し
た
今
回
の
展
示
を
通
し
て
、
当

時
の
城
下
町
建
設
の
プ
ラ
ン
が
現
在
に
ま

で
生
き
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
こ
れ
を
契
機
に
当
館
所
蔵

史
料
や
秋
田
県
の
歴
史
に
対
す
る
関
心
や

理
解
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
や
ま
な
い
。

平成16年度　市町村史料保存機関連絡会議

平成16年度　企画展示

市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議 

平
成
十
六
年
度 

市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議 

企 

画 

展 

示 

に 

つ 

い 

て 

平
成
十
六
年
度 

企 

画 

展 

示 

に 

つ 

い 

て 



○
公
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

○
公
文
書
の
複
製
本
化

◆
古
文
書
班
関
係

○
所
蔵
古
文
書
の
整
理
及
び
目
録
の

整
備

○
中
性
紙
封
筒
及
び
中
性
紙
段
ボ
ー

ル
箱
へ
の
収
納

○
絵
図
の
複
製

○
古
文
書
の
修
復

○
古
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

・
複
製
品
化

○
『
北
家
御
日
記
』
翻
刻
及
び
原
稿

の
原
本
照
合

○
館
外
史
料
の
収
集
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
化
）

○
史
料
調
査
（
県
内
外
数
カ
所
で
実

施
）

○
講
座
の
開
催
　

古
文
書
解
読
講
座
（
基
礎
講
座
・

専
修
講
座
・
歴
史
講
座
）、
館
蔵

史
料
紹
介
講
座

○
『
古
文
書
倶
楽
部
』（
古
文
書
通
信
）

○
『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』
の
刊
行
と

デ
ジ
タ
ル
化

当
館
は
、
平
成
五
年
十
一
月
に
開
館
し
、

当
時
は
、
総
務
課
、
公
文
書
課
及
び
古
文

書
課
の
三
課
で
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
し
た

（
平
成
十
三
年
四
月
に
は
各
課
が
班
に
移

行
）。そ

の
後
、
古
文
書
業
務
は
、
諸
般
の
事

情
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
四
月
か
ら
は
、

併
設
す
る
県
立
図
書
館
に
移
管
さ
れ
ま
し

た
。し

か
し
、
歴
史
研
究
者
な
ど
か
ら
研
究

に
支
障
を
来
す
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、

有
識
者
な
ど
か
ら
な
る
「
公
文
書
館
の
在

り
方
検
討
会
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
公
文
書
業
務
と
古
文
書
業
務
は
、

歴
史
の
連
続
性
故
に
同
一
組
織
内
で
遂
行

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
の
提
言
を
受
け
、

平
成
十
七
年
四
月
か
ら
、
古
文
書
業
務
を

県
立
図
書
館
か
ら
公
文
書
館
に
再
移
管
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

4

公
文
書
館
だ
よ
り

第
十
九
号

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編
集
発
行
　
秋
田
県
公
文
書
館

〒
〇
一
〇
―
〇
九
五
二

秋
田
市
山
王
新
町
一
四
―
三
一

1
〇
一
八
（
八
六
六
）
八
三
〇
一

印
　
　
刷
　
太
陽
印
刷
株
式
会
社

○
開
館
時
間

平
　
　
日

朝
10
時
〜
夜
８
時

（
11
月
〜
３
月
・
朝
10
時
〜

夜
７
時
）
土
・
日
曜
日
、
祝
日

朝
９
時
〜
夕
方
５
時

○
休
館
日

・
月
曜
日

（
毎
月
第
３
日
曜
日
の
翌
日
を

除
く
）

・
毎
月
第
３
日
曜
日

・
特
別
整
理
期
間

（
館
長
が
指
定
す
る
２
週
間
以

内
の
期
間
）

・
年
末
年
始
（
12
月
28
日
〜
１
月
　

３
日
）

公
文
書
館
　
利
用
案
内

公
文
書
館
　
利
用
案
内

◆
総
括
的
事
項

○
『
事
業
年
報
』
第
十
二
号
の
発
行

○
『
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
の
発
行

○
『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
二
十
号

の
発
行

○
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議

○
研
究
紀
要
発
表
会

◆
公
文
書
班
関
係

○
公
文
書
の
引
継

○
教
育
委
員
会
所
管
公
文
書
の
引
継

○
行
政
資
料
所
在
調
査

○
市
町
村
合
併
に
伴
う
公
文
書
保
存
　

調
査

○
公
文
書
の
目
録
整
備

○
行
政
資
料
の
目
録
整
備

○
公
文
書
及
び
行
政
刊
行
物
の
公
開

冊
数
の
追
加

○
公
文
書
の
中
性
紙
保
存
箱
へ
の
収
　

納
促
進

○
公
文
書
の
保
存
及
び
廃
棄
の
選
別

○
公
文
書
の
廃
棄

○
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
第
三
集

の
発
行

○
企
画
展
示
の
開
催
（
前
期
八
月
〜

九
月
、
後
期
十
月
〜
十
一
月
）

○
県
政
映
画
の
補
修
及
び
恒
久
保
存

と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化

公
文
書
館
　
平
成
十
七
年
度
の
事
業
計
画

公
文
書
館
　
平
成
十
七
年
度
の
事
業
計
画

平
成
十
七
年
度
の
機
構
改
編

に
つ
い
て

（
古
文
書
班
、
公
文
書
館
へ
）

平
成
十
七
年
度
の
機
構
改
編

に
つ
い
て

（
古
文
書
班
、
公
文
書
館
へ
）


